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議案第１号 

 

小学校理科支援員の委嘱について 

 

小学校理科支援員を、別紙のとおり委嘱することについて議決を求

める。 

 

 

令和８年１月２１日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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議案第１号 「小学校理科支援員の委嘱について」の別紙資料につきましては、

人事案件であるため非公開です。 
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議案第２号 

 

久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条例 

の一部を改正する条例について 

 

久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条例の一部を、

別紙のとおり改正することについて議決を求める。 

 

 

令和８年１月２１日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条例の一部を改正す

る条例 

久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条例（平成２４年久喜市

条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１６条に次の１項を加える。 

４ 次条第１号で定める校務を分掌する市費負担教職員の義務教育等教員特別手

当の月額は、当該各号に定める額に３，０００円を加算した額とする。 

第１６条の次に次の１条を加える。 

（校務類型） 

第１６条の２ 義務教育等教員特別手当は、次の各号に掲げる校務の種類に応じ

て支給する。 

（１） 学級（特別支援学級を除く。）を担任する業務 

（２） 前号に掲げるもの以外の校務 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１６条関係） 

 義務教育等教員特別手当 

号給 月額（円） 

１から４まで １，４００

５から８まで １，６００

９から１２まで １，７００

１３から１６まで １，７００

１７から２０まで １，８００

２１から２４まで １，９００

２５から２８まで ２，０００

２９から３２まで ２，１００
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３３から３６まで ２，２００

３７から４０まで ２，３００

４１から４４まで ２，４００

４５から４８まで ２，６００

４９から５２まで ２，７００

５３から５６まで ２，８００

５７から６０まで ３，０００

６１から６４まで ３，２００

６５から６８まで ３，３００

６９から７２まで ３，４００

７３から７６まで ３，５００

７７から８０まで ３，７００

８１から８４まで ３，８００

８５から８８まで ３，８００

８９から９２まで ３，９００

９３から９６まで ４，０００

９７から１００まで ４，１００

１０１から１０４まで ４，２００

１０５から１０８まで ４，３００

１０９から１１２まで ４，４００

１１３から１１６まで ４，４００

１１７から１２０まで ４，５００

１２１から１２４まで ４，６００

１２５から１２８まで ４，７００

１２９から１３２まで ４，７００
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１３３から１３６まで ４，７００

１３７から１４０まで ４，７００

１４１から１４４まで ４，７００

１４５から１４８まで ４，８００

１４９ ４，９００

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、第１６条に１項を加える改正規定及び第

１６条の次に１条を加える改正規定は、令和８年１月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ この条例による改正後の久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関す

る条例（以下「改正後の市費負担教職員条例」という。）の規定を適用する場

合においては、改正前の久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する

条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の市費負担教職員条例の規定

による給与の内払とみなす。 

 （令和８年３月に支給する義務教育等教員特別手当に関する特例措置） 

３ 令和８年３月に支給する義務教育等教員特別手当については、改正後の市費

負担教職員条例第１６条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額を支給する。

ただし、改正後の市費負担教職員条例第１６条の２第１号で定める校務を分掌

する市費負担教職員の義務教育等教員特別手当については、次の表に掲げる額

に３，０００円を加算した額を支給する。 

号給 月額（円） 

１から４まで ０

５から８まで ２００

９から１２まで ３００
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１３から１６まで １００

１７から２０まで ２００

２１から２４まで １００

２５から２８まで ２００

２９から３２まで ３００

３３から３６まで ２００

３７から４０まで ３００

４１から４４まで ２００

４５から４８まで ４００

４９から５２まで ５００

５３から５６まで ２００

５７から６０まで ４００

６１から６４まで ６００

６５から６８まで ３００

６９から７２まで ４００

７３から７６まで ３００

７７から８０まで ５００

８１から８４まで ６００

８５から８８まで ４００

８９から９２まで ５００

９３から９６まで ４００

９７から１００まで ５００

１０１から１０４まで ４００

１０５から１０８まで ５００

１０９から１１２まで ６００
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１１３から１１６まで ４００

１１７から１２０まで ５００

１２１から１２４まで ６００

１２５から１２８まで ７００

１２９から１３２まで ５００

１３３から１３６まで ３００

１３７から１４０まで ３００

１４１から１４４まで ３００

１４５から１４８まで ４００

１４９ ５００
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議案第３号 

 

久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する規則 

の一部を改正する規則について 

 

久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する規則の一部を、

別紙のとおり改正することについて議決を求める。 

 

 

令和８年１月２１日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する規則の一部を改正す

る規則 

久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する規則（平成２４年久喜市

教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第２号中「７，５００円」を「８，０００円」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、令和８年１月１日から適用する。 
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議案第４号 

 

第３期久喜市教育振興基本計画実施計画（案）について 

 

 第３期久喜市教育振興基本計画実施計画を、別冊のとおり決定した

いので議決を求める。 

 

 

令和８年１月２１日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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